
平成30年３月26日 

第 110回 遠野市農業委員会総会議事録



第110回遠野市農業委員会総会議事録 

告示年月日 平成30年３月15日 

告 示 番 号 遠野市農業委員会告示第４号 

会議年月日 平成30年３月26日 

会議の場所 遠野浄化センター会議室 

出 席 委 員  １番 菊池靖、２番 白金英子、３番 多田登、４番 古屋敷德夫、 

５番 佐々木誠一、６番 佐々木恵美子、７番 新田佐悦、８番 河内克倫、 

９番 綱木秀治、10番 多田靖志、11番 佐々木義弘、12番 鈴木重徳、 

13番 鬼原壽一、14番 田中ナオ子、15番 菊池清重、16番 小向幸子、 

17番 奥寺晴夫 、奥友康悦、19番 千葉勝義 

欠 席 委 員 なし 

会議に出席した職員 事務局長      河野和浩 

次長兼農業振興係長 菊池今英 

農地係長      千葉芳治 

本日の案件 第110回遠野市農業委員会総会提出議案のとおり 

報告第 １号 農地法第３条の３第１項の規定による届出に係る専決処分の 

 報告について 

報告第 ２号 農地法第18条第６項の規定による通知について 

報告第 ３号 農政専門委員会に付議した事項について 

議案第103号  農地法第３条第１項の規定による使用収益権設定許可申請 

 に対する可否決定について 

議案第104号 農地法第３条第１項の規定による所有権移転許可申請に対す 

 る可否決定について 

議案第105号 遠野市農地移動適正化あっせん事業実施要領に基づくあっせ 

 ん委員の指名について 

議案第106号 農用地利用集積計画の決定について 

議案第107号 農用地利用配分計画の案の作成に対する意見決定について 

議案第108号 農地法第４条第１項の規定による許可申請に対する意見決定 

 について 

議案第109号 農地法第５条第１項の規定による許可申請に対する意見決定 

 について 

議案第110号 農地法の適用外証明願に対する可否決定について 

議案第111号 非農地証明願の承認について 

議案第112号 農地等の権利取得に必要な別段面積の設定について 

議案第113号 農業委員会組織農地利用最適化推進活動方針（案）について 

議案第114号 遠野市農業委員会「農地等の利用の最適化の推進に関する指 

 針（案）」について 

議案第115号 平成30年度遠野市農業委員会事業計画（案）等について 

協議第 １号 遠野市農業委員会憲章の変更について 

開 会 時 刻 午後１時 30分
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 ご苦労様でございます。本日はお忙しいところお集まりいただきまして、ありがとう

ございます。ただ今から総会を進めてまいりますが、開会宣言をする前に遠野市農業委

員会憲章の朗唱を行います。ご起立願います。先唱を３番、多田登委員にお願いしま

す。 

 

［「遠野市農業委員会憲章」朗唱により記載省略］ 

 

【会議成立宣言】 

 本日の出席委員は19名であります。定足数に達しましたので、第110回遠野市農業委

員会総会は成立することを宣言します。 

 

【会長報告】 

 続きまして会長報告ですが、出席いたしました会議等の内容について報告いたしま

す。 

 ２月26日から３月９日まで、佐々木前会長と私とで本会議のみの参加をしてござい

ます。 

 ３月９日、会長訓示ですが、職員に対しての訓示でございます。 

 ３月13日、県の農業会議、市長、ＪＡ等をあいさつ回りしてございます。 

 以上です。 

 

【事務事業経過報告】 

 続いて今月の農業委員会事務事業の経過について、事務局長に説明をお願いします。 

 

 それでは私の方から事務事業経過報告をいたします。お手元に遠野市農業委員会事

務事業経過報告書をお渡ししておりますので、それに基づきながらご報告をさせてい

ただきたいと思います。 

 ２月26日、平成29年度遠野市葉たばこ生産改善共進会が行われまして、会長職務代理

者が出席をしております。 

 同じく２月26日、遠野ホップ農業協同組合第53回通常総会並びに生産振興共進会が

開催されておりまして、これにつきましては農政専門委員会委員長が出席しておりま

す。 

 ３月１日、遠野市農業委員会全員協議会ということで、新体制での全員協議会を開催

したところでございます。 

 ３月２日、農業委員感謝状贈呈式。退職された農業委員に感謝状の贈呈式を行ったと

ころでございます。そして引き続きまして新農業委員の辞令交付式。市長から新しい新

体制での農業委員に辞令が交付されたところでございます。 

 ３月２日、第109回遠野市農業委員会総会。新体制での初総会でございます。ここで

新体制の決定をしてございますし、新たに農地利用最適化推進委員を委嘱する議案を

可決いただいたところでございます。 

 同じく３月２日、農地利用最適化推進委員辞令交付式を行いました。 

 同じく３月２日、農業委員・農地利用最適化推進委員の新体制での初懇親会を開催い

たしました。 

 ３月12日、農地法等申請締切日でございました。 

 ３月16日、農地法等の申請に基づきまして、農地転用等現地確認調査を行ったところ

でございます。本日議案として上程いたしているところでございます。 

 ３月19日、平成29年度第２回農政専門委員会を開催してございます。本日議案第113

号から115号までの議案でございますが、この内容について農政専門委員会で協議をい

ただいたところでございます。 

 ３月20日、農地利用最適化推進委員研修会及び会議を開催いたしました。この中で本

日議案として上程しております「農地等の利用の最適化の推進に関する指針」、そして

「農地利用最適化推進活動方針」に関して農地利用最適化推進委員のご意見を聴取し

たところでございます。 

 ３月22日、第11回運営委員会を開催してございます。本日の議案についてご審議いた
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だいたところでございます。 

 そして表面にまいりまして、３月12日から３月22日まで、地域農業マスタープラン地

区検討会を開催いたしました。今回は綾織地区、附馬牛地区、遠野・松崎地区、達曽部

地区、上郷地区、土淵地区ということで検討会を開催いたしまして、各地区の農業委

員、最適化推進委員に出席をいただいたところでございます。 

 そして本日でございますが、午前中に新任農業委員研修会を開催いたしました。そし

て第110回遠野市農業委員会総会ということで、先月の第108回の総会から本日の第110

回の総会までの経過報告をいたします。 

 そして３月27日以降の主な行事予定でございます。 

 ４月２日、辞令交付式。 

 ４月10日、農地法等申請締切日。 

 ４月12日、花巻農協遠野地域野菜生産部会通常総会開催の予定でございます。 

 ４月16日、農地転用等現地確認調査。 

 ４月25日、第111回遠野市農業委員会総会開催の予定でございます。 

なお平成30年度の総会、農地法等申請締切日、現地確認の開催予定日、その会場等一

覧を配布しております。後にその他の部分で詳細についてご説明したいと思います。 

以上、経過報告とさせていただきます。 

 

 それでは報告事項の前に、平成30年４月１日付けの遠野市人事異動の内示がありま

したので、私の方から報告させていただきます。なお、事務処理要領では管理職（事務

局長）の異動においては運営委員会で承認を得て総会で報告することとなっておりま

す。それで異動の中身でございます。河野和浩事務局長が農林課長ということで提出が

あります。それから多田栄受主任ですが税務課、藤原美佐子主任ですが、市民課という

ことになります。それで転入なさる方なのですが、佐々木徹、現在は農林畜産部林業振

興課長。それから村上雅美主査、阿部信代主任が入ります。それで今回の人事異動で兼

務発令がなくなりますので農業委員会職員は５人ということになります。 

 以上、報告させていただきます。 

 

【報告事項】 

 次に報告第１号、農地法第３条の３第１項の規定による届出案件は専決処分したの

でその内容を事務局長から報告願います。 

 

 報告第１号について説明いたします。議案書１ページから３ページでございますが、

農地法第３条の３第１項の規定に基づきまして相続等によって権利を取得された13名

の方からの届出でございます。本案件につきましては遠野市農業委員会規則第５条第

２項の規定により、平成30年３月15日付けで専決処分いたし、届出者に受理通知書を交

付いたしましたので、同条第３項の規定に基づき本総会に報告するものでございます。 

 以上でございます。 

 

 ただ今局長より報告ありましたことに質問等ございませんか。 

 

 ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

 

 質疑なしと認め質疑を終結します。 

  

次に報告第２号、農地法第18条第６項の規定による通知について、事務局にその内容

を説明願います。 

 

 農地法第18条第６項の規定による通知について、でございます。農地法第18条第６項

及び同法施行規則第68条の規定により、農地又は採草放牧地の解約を合意で成立した

旨下記の者より通知書が提出されたので報告するものでございます。 

 番号１番から３番まで、農業経営基盤強化促進法による全部解約でございます。 

 １番につきましては、基盤法により次の借人が決まり、現在手続きが進められている
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議 長 

ものでございます。 

 ２番につきましては、議案第106号32番と関連し、中間管理事業利用によるものでご

ざいます。 

 ３番は母が●●に一人暮らしということで、●●●県に居住の●●さんが●●に戻

ってきて営農するということでございます。 

 以上でございます。 

 

 ただ今事務局から報告いただいたことに関して質問等ございませんか。 

 

 ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

 

 質疑なしと認め質疑を終結します。 

 

 次に報告第３号、農政専門委員会に付議した事項について報告します。 

 新体制となった当農業委員会において、法改正により新たに必須業務とされた農地

利用の最適化業務の推進方策を定めるため「農業委員会組織農地利用最適化推進活動

方針」（案）及び「農地等の利用の最適化の推進に関する指針」（案）について、並びに、

これらを踏まえた「平成30年度事業計画」（案）等の３項目について、平成30年３月19

日に開催した平成29年度第２回農政専門委員会で協議した結果を佐々木誠一農政専門

委員長から以下のとおり報告を受けましたので、私の方から報告いたします。 

 １つ目の「農業委員会組織農地利用最適化推進活動方針」（案）については、岩手県

農業会議が県内の農業委員会事務局職員をメンバーとしたワーキンググループを設置

の上、農業委員と農地利用最適化推進委員の役割についての議論を基にまとめ上げた

ものを、遠野市の現状と課題及び推進方策を盛り込み、かつ調整としたもので、農業委

員と農地利用最適化推進委員との連携、又は担い手等との意見交換、関係機関・団体と

の対策の協議などの活動方針として、了としたということであります。本件について

は、議案第113号で上程いたします。 

 ２つ目の「農地等の利用の最適化の推進に関する指針」（案）は、先の「活動方針」

に基づいて法律で義務付けられた「農地等の利用の最適化の推進」業務となる、①遊休

農地の発生防止・解消、②担い手への農地利用の集積・集約化、③新規参入の促進の３

項目について、それぞれ具体的な目標と推進方法を定めています。なお、この指針につ

いては法律で策定が義務付けられていることではございますが、内容を協議し了とし

たということであります。本件については、議案第114号で上程いたします。 

 ３つ目の「平成30年度事業計画」（案）は、年間の事業計画を定めるということで、

今回は「農地等の利用の最適化の推進」業務が義務付けられたことに伴い、先に説明し

た「活動方針」「指針」とマッチさせるような形で調整した計画であること、また平成

29年度の活動の点検・評価及び平成30年度の活動計画についても策定が不可欠という

ことで、併せて協議し了としたということであります。 

 結果については、ただ今報告したとおりでありますが、専門委員会の中では、活発な

議論がくみ交わされ、いずれの計画等においても書き物だけに終わらせず、実行するよ

うな、特にも農業委員と最適化推進委員との連携強化、担い手等との意見交換、そして

関係機関団体と一体となった仕組みづくりを行ってもらいたい、との意見が出された

ということです。また、ホームページへの情報公開も漏れなくきちんと発信すべきとの

意見も頂戴したということです。 

 以上、遠野市農業委員会会議規則第33条の２の規定に基づいて報告といたします。農

政専門委員会の皆様ご苦労様でした。 

 

 次に、議案審議に先立ち、注意事項を申し上げます。自己又は同居する親族若しく

は、配偶者に関する案件は、該当する委員はその議事に参与できないことになっており

ますので、審議には退席を願います。 

 

【日程第１】 

 日程第１、議事録署名人並びに書記の指名について、遠野市農業委員会会議規則第13
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議 長 

条の規定により、本職から指名したいと思いますが、これにご異議ございませんか。 

 

 ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

 

 ご異議なしと認め、議事録署名人に４番、古屋敷德夫委員、５番、佐々木誠一委員、

会議書記には事務局、菊池今英次長を指名いたします。 

 

 次に、農地法等に係る議案総括表の説明を事務局からいたさせます。 

 

 ５ページでございます。第110回遠野市農業委員会総会提出議案総括表でございま

す。 

 法第３条、今月計３件、24,264.54㎡。 

 利用集積、今月計73件、346,964㎡。 

 法第４条、今月計１件、292㎡。 

 ６ページでございます。 

法第５条、今月計４件、3,180.7㎡。 

適用外、今月計２件、20,263㎡。 

法第18条第６項、今月計３件、19,898㎡。 

以上でございます。 

 

【日程第２】 

 次に日程第２、議案第103号、「農地法第３条第１項の規定による使用収益権設定許可

申請に対する可否決定について」を上程いたします。なお、議案の朗読は省略し直ちに

内容の説明をいたします。事務局に説明をいたさせます。 

 

 ７ページでございます。議案第103号、農地法第３条第１項の規定による使用収益権

設定許可申請に対する可否決定について、でございます。農地法施行令第３条第１項の

規定により提出された下記の許可申請について、可否の決定を求めるものでございま

す。 

 番号１番、貸出人は労力不足により、当申請地の近接地に農地を所有し耕作している

借受人の方に貸し出すものでございます。賃貸借の期間は記載のとおりとなってござ

います。 

 以上、農地法第３条第２項各号には該当しないため許可要件の全てを満たしている

ものと考えます。ご審議よろしくお願いいたします。 

 

 はい。説明に関連して担当委員から現地確認調査結果の説明をお願いします。青笹地

区担当委員お願いします。 

 

 ６番、佐々木です。３月16日、農業委員２名、最適化推進委員３名と事務局で現地を

確認してまいりました。場所につきましては現在もしっかり耕作して維持されていた

状況にありますので、借受人が引き継いでも何も問題ないと判断いたしました。 

 

 はい、ご苦労様でした。以上で現地確認調査の説明が終了しましたので質疑に入りま

す。質疑ございませんか。 

 

 ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

 

 質疑なしと認め質疑を終結いたします。お諮りいたします。議案第103号は原案のと

おり「可」とすることにご異議ございませんか。 

 

 ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

 

 ご異議なしと認めます。よって、議案第103号は原案のとおり「可」と決しました。 
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【日程第３】 

 続きまして日程第３、議案第104号、「農地法第３条第１項の規定による所有権移転許

可申請に対する可否決定について」を上程いたします。事務局に説明をいたさせます。 

 

 ８ページでございます。議案第104号、農地法第３条第１項の規定による所有権移転

許可申請に対する可否決定について、でございます。農地法施行令第３条の規定により

提出された下記の許可申請について、可否の決定を求めるものでございます。 

 番号１番、親子間による父から子への生前一括贈与でございます。 

 番号２番、譲渡人は労力不足であり、譲渡人の要請により規模拡大し譲り受けるもの

でございます。なお、当申請地の土地は譲受人の居宅と近接地でございます。売買価格

は記載のとおりとなっております。 

 以上２件、農地法第３条第２項各号には該当しないため許可要件の全てを満たして

いるものと考えます。ご審議よろしくお願いします。 

 

 ただ今の説明に関連して、担当委員から現地確認調査結果の説明をお願いします。●

●地区担当委員お願いします。 

 

 13番、鬼原です。譲受人はこの農地のすぐ隣が自宅です。譲渡人は事務局が説明した

とおりです。問題ないと思います。よろしくお願いします。 

 

 はい、ご苦労様でした。以上で現地確認調査の説明が終了しました。 

 暫時休憩いたします。 

 

（休憩） 

 

 会議を再開いたします。これより質疑に入ります。番号２番について質疑ございませ

んか。 

 

 ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

 

 暫時休憩いたします。 

 

（休憩） 

 

 会議を再開いたします。番号１番について質疑ございませんか。 

 

 ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

 

 質疑なしと認め質疑を終結いたします。 

 暫時休憩いたします。 

 

（休憩） 

 

 会議を再開いたします。 

 お諮りいたします。議案第104号は原案のとおり「可」とすることにご異議ございま

せんか。 

 

 ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

 

 ご異議なしと認めます。よって、議案第104号は原案のとおり「可」と決しました。 

 暫時休憩いたします。 
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（休憩） 

 

【日程第４】 

 会議を再開いたします。 

 次に日程第４、議案第105号、「遠野市農地移動適正化あっせん事業実施要領に基づく

あっせん委員の指名について」を上程いたします。事務局説明願います。 

 

 ９ページでございます。議案第105号、遠野市農地移動適正化あっせん事業実施要領

に基づくあっせん委員の指名について、ご説明いたします。農地の権利移動について下

記のとおりあっせんの申出があったので、遠野市農地移動適正化あっせん事業実施要

領第10条の規定により、あっせん委員の指名について意見を求めるものでございます。 

 あっせん委員といたしましては、菊池靖委員、白金英子委員の２名で上程でございま

す。あっせんの申出人及び物件につきましては記載のとおりとなってございます。売渡

の申出がございまして同要領に基づいてのあっせん委員についてご意見をお伺いする

ものでございます。ご審議よろしくお願いいたします。 

 

 説明が終了しましたので質疑に入ります。質疑ございませんか。 

 

 ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

 

 それではあっせん委員の皆さん、よろしくお願いします。質疑なしと認め質疑を終結

いたします。お諮りいたします。議案第105号は原案のとおり「可」とすることにご異

議ございませんか。 

 

 ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

 

 ご異議なしと認めます。よって、議案第105号は原案のとおり「可」と決しました。 

 

【日程第５】 

 続きまして日程第５、議案第106号、「農地利用集積計画の決定について」を上程いた

します。事務局に説明をいたさせます。 

 

 10ページでございます。議案第106号、農用地利用集積計画の決定について、ご説明

いたします。遠野市長より遠野市農地利用集積計画の提出がありましたので、農業経営

基盤強化促進法第18条第１項の規定に基づき議決を求めるものでございます。本議案

に係る申請は73件、利用権設定の新規が30件、更新が43件でございます。なお、新規30

件のうち９件は中間管理権の設定となっております。次の議案第107号の配分計画と関

係している８件につきましては備考欄に記載しておりますのでご覧願います。 

 １番から４番まで、更新でございます。 

 ５番、新規で契約期間10年の使用貸借権設定でございます。 

 ６番、更新でございます。 

 ７番、新規で契約期間10年の賃貸借権設定、中間管理権の設定でございます。次の議

案第107号１番と関連してございます。 

 ８番から10番まで、更新でございます。 

 11番、新規で契約期間10年の使用貸借権設定、中間管理権の設定でございます。次の

議案第107号２番と関連してございます。 

 12番、新規で契約期間５年の賃貸借権設定でございます。 

 13番、新規で契約期間５年の賃貸借権設定でございます。 

 14番、新規で契約期間５年の賃貸借権設定でございます。 

 15番と16番、更新でございます。 

 17番、新規で契約期間４年９ヶ月の賃貸借権設定でございます。 

 18番、更新でございます。 

 19番、新規で契約期間10年の賃貸借権設定、中間管理権の設定でございます。次の議
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案第107号３番と関連してございます。 

 20番、更新でございます。 

 21番、新規で契約期間３年の賃貸借権設定でございます。 

 22番、新規で契約期間５年の賃貸借権設定でございます。 

 23番、新規で契約期間５年の賃貸借権設定でございます。 

 24番、新規で契約期間10年の使用貸借権設定でございます。 

 25番、新規で契約期間５年の賃貸借権設定でございます。 

 26番、新規で契約期間10年の使用貸借権設定でございます。 

 27番から31番まで、更新でございます。 

 32番、新規で契約期間10年の使用貸借権設定、中間管理権の設定でございます。 

 33番から37番まで、更新でございます。 

 38番、新規で契約期間10年の賃貸借権設定、中間管理権の設定でございます。次の議

案第107号４番と関連してございます。 

 39番、新規で契約期間10年の使用貸借権設定、中間管理権の設定でございます。次の

議案第107号５番と関連してございます。 

 40番、新規で契約期間10年の使用貸借権設定、中間管理権の設定でございます。次の

議案第107号５番と関連してございます。 

 41番から43番まで、更新でございます。 

 44番、新規で契約期間10年の賃貸借権設定でございます。 

 45番、更新でございます。 

 46番、新規で契約期間５年の賃貸借権設定でございます。 

 47番、更新でございます。 

 48番、新規で契約期間10年の賃貸借権設定でございます。 

 49番、更新でございます。 

 50番、新規で契約期間10年の使用貸借権設定、中間管理権の設定でございます。次の

議案第107号６番と関連してございます。 

 51番から53番まで、更新でございます。 

 54番、新規で契約期間５年の使用貸借権設定でございます。 

 55番から57番まで、更新でございます。 

 58番、新規で契約期間５年の使用貸借権設定でございます。 

 59番から63番まで、更新でございます。 

 64番、新規で契約期間10年の賃貸借権設定でございます。 

 65番、新規で契約期間10年の使用貸借権設定でございます。 

 66番、新規で契約期間10年の使用貸借権設定でございます。 

 67番、新規で契約期間10年の使用貸借権設定、中間管理権の設定でございます。次の

議案第107号６番と関連してございます。 

 68番、新規で契約期間３年の賃貸借権設定でございます。 

 69番と70番、更新でございます。 

 71番、新規で契約期間５年の賃貸借権設定でございます。 

 72番と73番、更新でございます。 

 申請の詳細につきましては議案書に記載のとおりですのでご覧願います。また、以上

の計画内容は農業経営基盤強化促進法第18条第３項の要件である集積計画の内容が基

本構想に適合するものであること、利用権の設定を受けた後において要件を満たして

いることの各要件を満たしております。以上で説明を終わります。ご審議よろしくお願

いいたします。 

 

 はい、それでは暫時休憩いたします。 

 

（休憩） 

 

 会議を再開いたします。これより質疑に入ります。番号41番について質疑ございませ

んか。 
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９ 番 委 員 

 

事務局次長 

 

６ 番 委 員 

 

 

 

 

事 務 局 長 

 

６ 番 委 員 

 

事務局次長 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

事務局次長 

 

事 務 局 長 

 

 ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

 

 暫時休憩いたします。 

 

（休憩） 

 

 会議を再開いたします。番号41番を除く72件について質疑ございませんか。 

 

 事務局の説明で期間を10年と言った部分で確認したいことがございまして、39番と

40番の新規のところ、10年と事務局で説明しましたが記載の内容でよろしかったのか

確認したいと思います。 

 

 申し訳ございません。記載のとおりでございました。説明間違いでございました。 

 

 記載のとおり５年でございました。よろしいですか。 

 

 はい。 

 

 件数が多いので大変だと思いますけれど。 

 

 少し時間を下さい。 

 

 はい。 

 

 21番から26番は●●の■■■■の代表ですか。 

 

 ●●の■■■■の組合長は別の方でございまして、この方は組合員ということでご

ざいます。 

 

 これは個人でやるものですか。 

 

 個人でございます。 

 

 ６番、佐々木です。関連して。今、綱木委員が言われた21番から26番の利用権の設定

を受ける方なのですけれども、度々借り受けて広く担い手としてやられている感じで

すけれども、今時点で、事務局の方で資料をお持ちでしたら、この方の耕作面積等教え

ていただけたらと思います。 

 

 少し時間をいただけたら。 

 

 もしあれば、でよろしいですけれども。 

 

 経営農地面積ですが、田んぼが933ａ、内借入面積が589ａとなっております。 

 

 933ａに対して借入が589ａですか。そして今回ですね。 

 暫時休憩します。 

 

 再開いたします。 

 

今回の面積合計ですが35,398㎡でございます。 

 

 手元の資料が、認定農業者を更新する際の、27年当時の資料だと先程次長が申し上げ

た933ａですが、その後にいくらか借り受けていますがその資料は持ち合わせておりま
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事務局次長 

 

 

 

 

 

 

 

 

せん。大変申し訳ございません。 

 

 その他質疑ございませんか。 

 

 15番、菊池です。先ほどの39、40の中間管理の設定の中で５年という話でしたが、10

年というのが大半ですけれども、その部分で規定があるのでしょうか。 

 

 13番、鬼原です。今の質問の件です。５年と10年の関係で、例えば経営転換協力金、

この関係の絡みです。例えば全部止めてしまうと、１反部以下だと協力金がもらえなく

なる関係で。５年とか10年とかは関係なく。 

 

 先ほどの菊池委員の質問ですけれども、鬼原委員の発言も絡めながら話したいと思

いますが。中間管理機構の貸し借りにつきましては、経営転換協力金が該当になる年数

は10年でございます。その期間内の、例えば５年という年数については協力金の対象に

はなりませんが中間管理事業での貸し借りは可能ですので。ちょっと紛らわしかった

かも知れませんが、答弁とさせていただきます。 

 

 はい、分かりました。 

 

 その他ございませんか。 

 

 ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

 

 それでは質疑なしと認め質疑を終結いたします。 

 暫時休憩いたします。 

 

（休憩） 

 

 会議を再開します。 

 お諮りいたします。議案第106号は原案のとおり「可」とすることにご異議ございま

せんか。 

 

 ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

 

 ご異議なしと認めます。よって、議案第106号は原案のとおり「可」と決しました。 

 暫時休憩いたします。 

 

（休憩） 

 

【日程第６】 

 会議を再開いたします。 

 続いて日程第６、議案第107号、「農地利用配分計画の案の作成に対する意見決定につ

いて」を上程いたします。事務局に説明をいたさせます。 

 

 22ページでございます。議案第107号、農用地利用配分計画の案の作成に対する意見

決定について、ご説明いたします。遠野市長より農用地利用計画案に係る協議がありま

したので、意見を求めるものでございます。本議案に係る申請は利用権設定が６件、内

訳は●●地区１件、●●地区１件、●●地区１件、●●地区２件、●●地区１件で、前

の議案第106号で中間管理権が設定されたもののうち８件、合計面積46,906㎡が●●●

●●●●から担い手へ配分計画されているものでございます。なお、備考欄に前の議案

との関連を記載してございます。 

 １番、賃貸借権設定、契約期間10年でございます。 

 ２番、使用貸借権設定、契約期間10年でございます。 
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 ３番、賃貸借権設定、契約期間10年でございます。 

 ４番、賃貸借権設定、契約期間10年でございます。 

 ５番、使用貸借権設定、契約期間５年でございます。 

 ６番、使用貸借権設定、契約期間10年でございます。 

 申請の内容につきましては議案書に記載のとおりでございます。以上で説明を終わ

ります。ご審議よろしくお願いいたします。 

 

 暫時休憩いたします。 

 

（休憩） 

 

 会議を再開いたします。これより質疑に入ります。番号４番及び５番について質疑ご

ざいませんか。 

 

 ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

 

 暫時休憩いたします。 

 

（休憩） 

 

 会議を再開いたします。番号４番及び５番を除く４件について質疑ございませんか。 

 

 ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

 

 質疑なしと認め質疑を終結いたします。 

 暫時休憩いたします。 

 

（休憩） 

 

 会議を再開いたします。 

 お諮りいたします。議案第107号は原案のとおり「可」とすることにご異議ございま

せんか。 

 

 ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

 

 ご異議なしと認めます。よって、議案第107号は原案のとおり「可」と決しました。 

 暫時休憩いたします。 

 

（休憩） 

 

【日程第７】 

 会議を再開いたします。 

 続いて日程第７、議案第108号、「農地法第４条第１項の規定による許可申請に対する

意見決定について」を上程いたします。事務局に説明をいたさせます。 

 

 24ページでございます。議案第108号、農地法第４条第１項の規定による許可申請に

対する意見決定について、でございます。農地法施行令第７条第１項の規定により提出

された下記の許可申請について、意見の決定を求めるものでございます。 

 番号１番、農家住宅の建築を目的とする農家住宅用地として転用しようとするもの

です。申請地は農用地、第１種農地、第３種農地に該当しない第２種農地と判断しまし

た。申請者は現在の居宅が老築化したため新たに住宅を建て替えようとするものです

が、住宅の設計上その一部が農地にかかってしまうものです。現在の住宅と同じ場所に

立て替えすることから、生活環境も現在と変わらず生活の利便性も良いものであり、第
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２種農地は代替性がない場合許可できるものでございます。事業費につきましては融

資により確保する計画であり、金融機関の融資事前審査書を確認しており、資金の確保

は確実であると判断されます。以上、農地転用許可基準から転用することはやむを得な

いものと判断されるものでございます。ご審議よろしくお願いいたします。 

 

 ただ今の説明に関連して、担当委員から現地確認調査結果の説明をお願いします。●

●地区担当委員お願いします。 

 

 ９番、綱木です。16日に農業委員１名、推進委員２名、事務局２名で現地を確認しま

した。場所は●●という所なのですが、●●に向かって境の所から１キロメートルぐら

い手前、そこから西に向かった所。農家住宅ということで、周りは畑で、何ら問題ない

と思います。 

 

 はい、ご苦労様でした。以上で現地確認調査結果の説明が終わりましたのでこれより

質疑に入ります。質疑ございませんか。 

 

 ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

 

 質疑なしと認め質疑を終結いたします。お諮りいたします。議案第108号は原案のと

おり「可」とすることにご異議ございませんか。 

 

 ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

 

 ご異議なしと認めます。よって、議案第108号は原案のとおり「可」と決しました。 

 

【日程第８】 

 続いて日程第８、議案第109号、「農地法第５条第１項の規定による許可申請に対する

意見決定について」を上程いたします。事務局に説明をいたさせます。 

 

 25ページでございます。議案第109号、農地法第５条第１項の規定による許可申請に

対する意見決定について、でございます。農地法施行令第15条第１項の規定により提出

された下記の許可申請について、意見の決定を求めるものでございます。 

 番号１番、事務所、倉庫等の建築を目的とするその他施設用地として転用しようとす

るものです。申請地は農用地、第１種農地、第３種農地に該当しない第２種農地と判断

しました。申請者は現在エアコン、ボイラーの設置業務を自宅で営んでおりますが、事

業拡大のため事務所、倉庫が必要となり、自宅から近く、市道に接しているため交通の

利便の良いことから当申請地を適地としたものであり、農地法施行規則に規定する集

落接続に該当するため例外的に許可できるものでございます。事業費につきましては

自己資金により確保する計画であり、金融機関の残高証明書を確認しており、資金の確

保は確実であると判断されます。 

 番号２番、３番、関連でございますが、一般住宅の建築を目的とする一般個人用住宅

用地として転用しようとするものです。申請地は都市計画法上の用途地域内の農地で

あり第３種農地と判断しました。申請者は現在市外で借家住まいをしておりますが、将

来に渡って安定した生活を送るため、また生活の利便性の良いことなどから、実家の近

くに自己住宅を建築しようとするものであり、第３種農地は原則許可できるものでご

ざいます。事業費につきましては融資により確保する計画であり、金融機関の融資事前

審査書を確認しており、資金の確保は確実であると判断されます。 

 番号４番、■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■整備の工事施工に必

要な仮設事務所、工事車両等駐車場の整備を目的とするその他施設用地として一時転

用しようとするものです。申請地は10ha以上の一団の農地であり、第１種農地と判断し

ました。申請地は工事箇所からの利便性により適地として選定したもので、現場事務所

３棟、来客用及び工事車両等駐車場、重機置場及び資材置き場等として利用しようとす

るもので、第１種農地は原則不許可ですが、３年以内の一時転用は例外的に許可できる
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ものでございます。事業費につきましては自己資金により確保する計画であり、金融機

関の残高証明書を確認しており、資金の確保は確実であると判断されます。 

 以上４件、農地転用許可基準から転用することはやむを得ないものと判断されるも

のでございます。ご審議よろしくお願いいたします。 

 

 ただ今の説明に関連して、担当委員から現地確認調査結果の説明をお願いします。●

●地区担当委員お願いします。 

 

 12番、鈴木です。16日に農業委員２名、推進委員２名、事務局２名で確認をしてまい

りました。 

 １番の件ですけれども、場所は２月の総会でもありましたけれどもそのすぐ隣です。

■■■の手前のＹ字路を右に入った所で、住宅密集地の横でございます。何ら問題ない

と判断してまいりました。 

 ２番、３番の件ですけれども、２番の貸出譲渡人の息子さんでございます。実家の直

ぐ裏側の所でございまして、●●の一般道の東側でございます。そこで自分の農地と隣

家の農地を借り受けるということでございまして、住宅密集地でございまして何ら問

題ないと判断いたしました。 

 

 続きまして、●●地区担当委員。 

 

 13番、鬼原です。16日に農業委員３名と推進委員２名事務局２名で。事務局の説明に

あったとおりですが、場所はビニールハウスで●●●●をやっている所でしたが今は

撤去して更地になっている所です。前も工事現場として貸した所でしたし、その続きで

すので何も問題ないと思います。ご審議お願いします。 

 

 はい、ご苦労様でした。以上で現地確認調査結果の説明が終わりましたのでこれより

質疑に入ります。質疑ございませんか。 

 

 ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

 

 進んでよろしいですか。質疑なしと認め質疑を終結いたします。お諮りいたします。

議案第109号は原案のとおり「可」とすることにご異議ございませんか。 

 

 ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

 

 ご異議なしと認めます。よって、議案第109号は原案のとおり「可」と決しました。 

 

【日程第９】 

 続いて日程第９、議案第110号、「農地法の適用外証明願に対する可否決定について」

を上程いたします。事務局に説明をいたさせます。 

 

 26ページでございます。議案第110号、農地法の適用外証明願に対する可否決定につ

いて、でございます。農地法統制の適用外であることの証明願が下記のとおり提出され

ましたので、可否の決定を求めるものでございます。 

 番号１番、亡父が、耕作条件が悪い土地であったことから不耕作となり、平成６年頃

に杉を植林して山林化し現在に至ってしまったものです。相続で取得したため農地と

しての認識がなく、当時、亡父が農地法の手続きが必要なことを認識していなかったと

思われるものでございます。 

 番号２番、昭和51年にリンゴの栽培を止め不耕作となり、当時は樹園地として経営さ

れておりましたが、山に囲まれた農地であり、農地として維持するのが困難となって山

林化し現在に至ってしまったものです。農地法の手続きが必要なことを認識していな

かったためのものでございます。 

 以上２件、ご審議よろしくお願いいたします。 
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 ただ今の説明に関連して、担当委員から現地確認調査結果の説明をお願いします。●

●地区担当委員お願いします。 

 

 綱木です。16日、農業委員１名、推進委員２名、事務局２名で現地確認いたしました。

場所は●●●●●の上です。国道からお墓が見えるのですけれどもその上の山で、周り

も山林になっておりまして、私たちもその場所に田んぼがあったのかとびっくりする

くらいで。通う道路もありません。申請人は11月２日の農地相談日にも来ておられまし

て、相談もしておられました。以上です。 

 

 続きまして、●●地区担当委員お願いします。 

 

 １番、菊池です。16日、農業委員２名、推進委員２名、事務局２名で現地確認してき

ました。場所は■■を過ぎた辺りで山になりかけている所でした。場所にはリンゴの木

とか他の木も生えていまして、もう畑としての回復は難しいかと判断してまいりまし

た。以上で、よろしくお願いします。 

 

 はい、ご苦労様でした。以上で現地確認調査結果の説明が終わりましたので、これよ

り質疑に入ります。質疑ございませんか。 

 

 ６番、佐々木です。２番についてお尋ねします。もし分かったら、でよろしいですが。

この申請人は３名になっておりますが、何かをきっかけとしてこの土地が畑であった

と知ったと思いますが、この先何かの予定地であるのか、その辺を教えていただければ

とお聞きしたいところなのですが。 

 

 お答えいたします。この所有者の３名につきましてはご兄弟でございまして、リンゴ

の経営されていた方はこの３名の父方で、昭和51年ということでしたのでこの３名の

方が小学校時代に贈与を受けたということで、現在３名の方の所有ということになっ

てございます。今回、農地だったということが判明した理由ですけれども、●●●●の

■■■が通る計画があるということで土地を調査した結果判明したということでござ

いました。 

 

 よろしいですか。 

 

 はい。 

 

 その他質疑ございませんか。 

 

 ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

 

 質疑なしと認め質疑を終結いたします。お諮りいたします。議案第110号は原案のと

おり「可」とすることにご異議ございませんか。 

 

 ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

 

 ご異議なしと認めます。よって、議案第110号は原案のとおり「可」と決しました。 

 

【日程第10】 

 続いて日程第10、議案第111号、「非農地証明願の承認について」を上程いたします。

事務局に説明をいたさせます。 

 

 27ページでございます。議案第111号、非農地証明願の承認について、ご説明いたし

ます。平成29年農地パトロール利用意向調査で判明した荒廃農地（Ｂ分類）について、
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非農地判断する旨の通知をしたところ、土地所有者から非農地証明願が提出されたの

で農地法第２条第１項の農地に該当しない農地（非農地）である承認を求めるものでご

ざいます。本議案に係る申請は●●地区３件で、非農地証明願年月日は平成30年３月８

日、利用状況はいずれも原野でございます。詳細の内容につきましては議案書に記載の

とおりでございます。ご審議よろしくお願いします。 

 

 説明が終了しましたので質疑に入ります。質疑ございませんか。 

 

 ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

 

 質疑なしと認め質疑を終結いたします。お諮りいたします。議案第111号については

原案のとおり「可」とすることにご異議ございませんか。 

 

 ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

 

 ご異議なしと認めます。よって、議案第111号は原案のとおり「可」と決しました。 

 

【日程第11】 

 続いて日程第11、議案第112号、「農地等の権利取得に必要な別段面積の設定につい

て」を上程いたします。事務局に説明をいたさせます。 

 

 28ページでございます。議案第112号、農地等の権利取得に必要な別段面積の設定に

ついて、でございます。農地法第３条第２項第５号の規定に基づき、農地の権利取得に

際して別段の面積を10ａ、並びに設定する区域を遠野市の全域としようとするもので

す。農地の下限面積は農林水産省の通知により農業委員会総会で面積の設定、又は修正

を毎年検討することが求められております。農地法第３条許可要件の一つに許可後に

経営する農地面積が50ａ以上でなければできないこととされておりますが、農地法施

行規則第17条第２項及び農地法関係事務に係る事務処理基準では、農業の経営体が不

足し、農地の遊休化が深刻で、下限面積の弾力的な運用により農地の保全及び有効利用

を図ることが必要と判断され、小規模面積でも、農地利用者が増加しても、地域の営農

等に支障を及ぼさないと判断される場合地域の実情に応じて農業委員会が別段面積を

定め公示した面積で許可できることになっております。遠野市農業委員会では農地パ

トロールを行い実情の把握に努めておりますが、農家の高齢化や後継者不足、所有者が

市外居住のため管理不能等、荒廃農地の増加が懸念されます。このことから小規模面積

の就農を促進して農地の保全及び有効利用を計り、ＩＪＵターン者や市内の非農者の

小規模な就農を容易にするため、引き続き農地の権利取得を目指して、別段の面積を10

ａ並びに設定する区域を遠野市全域としようとするものでございます。ご審議よろし

くお願いします。 

 

 説明が終了しましたので質疑に入ります。質疑ございませんか。 

 

 17番、奥寺です。総会までに、いつから10ａになったのか調べて送っていただけれ

ば。何年ぐらいになりますか。 

 

 お答えいたします。遠野市では、現在の市町村に先駆けてですけれども、平成16年か

ら10ａに下限面積を設定しております。 

 

 その他質疑ございませんか。 

 

 ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

 

 進めます。質疑なしと認め質疑を終結いたします。お諮りいたします。議案第112号

については原案のとおり「可」とすることにご異議ございませんか。 
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 ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

 

 ご異議なしと認めます。よって、議案第112号は原案のとおり「可」と決しました。 

 

【日程第12】 

 続いて日程第12、議案第113号、「農業委員会組織農地利用最適化推進活動方針（案）

について」を上程いたします。事務局に説明をいたさせます。 

 

 それでは議案第113号、農業委員会組織農地利用最適化推進活動方針（案）につきま

して、別紙（案）のとおりとすることにつきまして、ご承認を求めるものでございます。

説明につきましては別紙ということで資料を配布してございましたので、この資料に

基づきながら説明をさせていただきます。 

 農業委員会組織農地利用最適化推進活動方針（案）です。冒頭に会長から農地利用推

進活動についてお話がありましたが、その中で、法律が施行されましてそれに先駆けて

新体制になりました市町村の方では、なかなか農業委員と農地利用最適化推進委員の

役割が明確にされていないということで、県の農業会議が県内の農業委員会事務局職

員をメンバーとしてワーキンググループを設置いたしまして、議論をして、それを基に

県の方でまとめあげたものを遠野市の現状と課題、役割について推進方策を盛り込み

まして、なおかつ、それを調整したものでございます。農業委員と推進委員の連携、担

い手、関係団体等との連携等につきまして活動方針としてまとめたものでございます

ので、ご審議よろしくお願いしたいと思います。 

 ２の農業委員及び推進委員の農地利用最適化推進活動の充実強化、（1）地域推進班に

よる活動ですが、原則として地域ごとに農業委員及び推進委員からなる地域推進班を

編成し、連携して農地利用の推進に係る現地活動を行うものございます。（2）推進班に

おいては目標及び計画を明確にした活動を行っていただくということで、この資料№

１.をめくっていただくと、参考様式で「活動計画書」を添付してございます。これを

班ごとに作成していただいて、活動計画に基づき計画的、効果的に現地活動を行ってい

ただくということでございます。なお、活動計画書の内容については活動計画書の内容

については次のとおりとなっております。①地域農業マスタープランの地域ごとの検

討メンバーとして話し合いに積極的に参画し、担い手への農地の利用集積・集約に取り

組む意欲の向上を図ること。なお、地域農業マスタープランにつきましては従来も農業

委員に案内がございまして検討会に参加をしていただいたところですが、平成30年度

は地域農業マスタープランが策定されて５年が経過しますので、抜本的に内容の検討

ということで、各地区で検討会が開催されるということで、精力的に参加を、というこ

とです。②また、営農継続が危ぶまれるところを記載してございますが、高齢化、担い

手不足で継続が危ぶまれている農家につきましてできるだけリストアップしていただ

きたいと。訪問活動により農地の貸し借り等の意向を把握していただいて、参考様式の

「意向把握カード」がありますが、それを作成していただいて、活動していただきたい

と思います。③あっせんの意向がございましたら、当市ではあっせん事業は実施してお

りますが、「あっせん相談カード」に記載して推進班及び農業委員会内で意向を共有し

ながら現地活動を行うこと。④なお、全体的な部分の調整でございますが、重点地区を

設定し集中的に活動すること、と盛り込んでおります。 

 ３、農業委員会業務推進の充実強化です。（1）先ほど来申し上げておりますが、推進

班の編成ということでございます。（2）農業委員及び推進委員により農地利用の最適化

の推進に係る定例的な情報共有及び協議。例えばですが、総会開催日に農地利用最適化

推進検討会を開催して農業委員及び推進委員が情報交換や対策の協議を行い現地活動

するというもので、毎月は無理だとしても四半期に１度でも行っていくというもので

す。（3）農地中間管理機構との連携。地域ごとに農地コーディネーターを置いておりま

すが、農業公社から１名派遣していただいております。ちなみに農地コーディネーター

は●●町の●●●●●さん、ＪＡのＯＢでございますが、●●●さんにお願いしており

ます。連携して効果的な現地活動を行っていきたいと思います。（4）効率的な農地利用

状況調査及び利用意向調査の実施、でございます。例年７月から８月にかけて農地パト
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ロールを実施しておりますが、今回からは連携体制のもと、関係機関団体とも十分な連

携の下で行っていきたいと思います。（5）農地中間管理事業の借入基準に適合しない遊

休農地についての対応でございますが、今後耕作が見込まれない農地については非農

地とするのかどうか、農地中間管理事業と連携して進めてまいりたいと思いますし、

（6）農業委員及び推進委員の活動状況の把握、農地集積面積の確認についても、新体

制になってからでございますけれども、国の方でも進めております成果主義と申しま

すか、農地集積の実績に基づきまして報酬が加算になる制度も市の方で条例改正によ

り取り入れてまいりますが、十分に活用して行きたいと。その確認のためにも報告書の

提出も徹底してまいりたいと思います。（7）担い手との連携による農地利用の最適化の

推進ですが、認定農業者、農業法人、農業農村指導士等、農業のプロの方々ですが、定

期的な意見交換により連携を強化し担い手の意向を現地活動に反映し、（8）市、農業公

社、農業協同組合、土地改良区と協働による農地利用の最適化の推進ですが、十分な連

携によりまして担い手への農地集積・集約及び遊休農地の現状と課題を共有し対策を

協議していく、ということでございます。 

 これらを方針ということで提案申し上げたいところでございますが、これについて

承認をいただいた際に、事務局の方でいかにより良い体制にしていくかと具体的に作

りあげてまいりたいと考えておりますので、よろしくご検討お願いいたします。 

 

 説明が終了しましたので質疑に入りますけれども、これ一目で分かりますか。例えば

農業委員と推進委員と、表的なもので見やすく作れないですか。 

 

 分かりました。長々と説明しましたが、要点から申し上げますと、地域農業マスター

プランを策定しております11地区、最適化推進委員が選任されております旧単位です

が、地区単位で班編成をしていくと。●●地区班、●●地区班という形で班編成活動し

ていくということであります。活動においては目標及び計画を立てていただきたいと

いうことでございます。様式に基づきながら。そして農業委員と最適化推進委員、19名

と26名、全体での情報共有をし合う場ということで検討会と表現しておりますけれど

も、定期的な情報共有の場を持って行きたいということでございます。今回最適化推進

業務の中で一番のポイントとなるのは農地利用集積集約化となるわけですけれども、

そうすると農地中間管理事業との兼ね合いが高くなると思いますので、強力な連携体

制を取っていくということでございます。このためにも現地の方に派遣されておりま

すコーディネーターとも連携を進めていくということですし、進めていくためにも当

然市との連携、関係団体とも十分に連携しながらさまざま対策をしていくということ

でございます。それに加えて担い手、認定農業者とも連携をしてまいりたいということ

でございます。それらを確保しながらの活動方針案でございます。いずれ連携強化とい

うことでございます。 

 

 ６番、佐々木です。細かいところを何点か質問させていただきたいと思います。花巻

農協、土地改良区、県、市と連携して取り組むというのは分かるのですけれども、ちょ

っと具体的に、私の頭の中で図を作っているところで。例えば●●町を例に挙げると、

●●町で集積をしてほしいという案件があった場合、事務局より推進班の方に連絡が

来るということですよね。それで推進班はどのように話し合いを持つのかちょっと分

からないです。そういった案件があった時に集まって話し合う、それ以外にも定期的に

集まる等の方向になるのかなと。花巻農協と土地改良区と連携して、というのは例えば

どういった案件の時になるのでしょうか。ちょっと分からないので教えていただきた

いと思うのですが。 

 

 具体的なことはこれからということになりますけれども、班編成をとってもらいま

して、例えば●●地区と事務局が連携しながら農地集積等について話し合うと。青笹地

区でこのような案件が出て来ましたとなりましたら農業委員と推進委員が連携しなが

ら情報共有を行って、それに中間管理事業、農地コーディネーターが入りながら具体的

な話し合いを地区ごとにしていただきたいということであります。農業委員と推進委

員との全体的な検討会、対策会議も３カ月に１回くらいは持っていければいいかなと
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６ 番 委 員 

事 務 局 長 

６ 番 委 員 

事 務 局 長 

議 長 

事 務 局 長 

議 長 

事 務 局 長 

議 長 

1 8 番 委 員 

議 長 

議 長 

思います。県の活動方針に基づいて現状課題等取り込んで作り上げたのがこの活動方

針でございますので、農業委員、推進委員、さまざまな課題が出てくると思いますの

で、農協、土地改良区等との連携というのもケースバイケースですので、土地改良区と

いうと今後のほ場整理との絡みとか出てくると思いますし、農協ですと農協のさまざ

まな施策の関係で連携が出てくると思います。後は市や県とも連絡会等構成して行き

たいという思いです。 

 質問に対する答えは分かりました。もう１ついいですか。農地コーディネーターがい

らっしゃって農地集積等できるのは分かるのですけれども、農地集積係っていう担当

がいらっしゃいませんでしたっけ。もしその方が今もやっていらしたら必要なことが

あった時にお声掛けしても構わないのでしょうか。 

 今までは市の農業振興課が農地集積担当になってございました。４月からの新組織

では併任発令がなくなる予定です。農業委員会の農地集積は必須事務となってきます

ので、市と農業委員会と連携しながら、農地集積が絡む事務は市と連携しながら、と考

えております。 

 最後に。推進班の話し合いについてですが、各地区のスタートについては各地区の委

員の意思疎通で進めて行ってよろしいのでしょうか。 

 取り掛かりについては事務局が入って説明を、ということはあると思いますが、今の

考えは各地区の主体性に任せるということでございます。 

 ちょっといいですか。コーディネーターは30年度も事務局で配置するということで

よろしいですか。 

 農地コーディネーターは農業公社が雇用している職員でございます。それで市の方

に派遣していただいている制度でございます。今のところは継続ということでお話を

伺っているところでございます。 

ちなみに人数は１人ですね。 

１人です。 

その他質疑は。 

18番、奥友です。具体的に伺いたいのですけれども、このペーパーの２項目目、（2）

目標及び計画を明確にした活動、④まであるのですけれども、この裏側に参考様式があ

りますが、これは具体的にどのようにやっていくのですか。時期的なことがいつからな

のかも分からないし、さっき局長が言われていましたけれども、農業委員と推進委員で

推進班を各町で作りますね。それはもうメンバーも決まっていますから具体的には分

かるわけですけれども、自発的にどのように行動するかということですと、この様式１

で行けば３行目ぐらいになるのですか、「≪以下は農政担当課又は農業委員会と相談し

て記載≫」と。そうすると地域の推進班がやっていくのではなくて事務局も一緒になっ

て以下の具体的な目標だとか決めて行きましょうということになるわけですよ。とい

うことならこれはどういうふうに進めていくのですか。具体的にどういうイメージで

進めていくのか、教えてください。 

 暫時休憩します。 

（休憩） 

会議を再開します。 
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議 長 

 

 先ほどの質問お答えします。活動方針案を作成してそれの承認を、ということで具体

的なことは、まだ事務局の方では持ち合わせておりません。先駆けて行っている市町村

もございますので、その情報等を農業会議から仕入れております。先進的な事例も取り

入れてそれらを参考にこれから作り上げて、皆さんともご相談をして作り上げまして、

ご提案させていただければと思います。 

 

 時期的なものは。 

 

 時期的なものについては新年度早々に作り上げてご提案をさせていただければと思

います。４月総会では具体的なもので相談させていただければと思います。 

 

 はい。 

 

 その他ございませんか。 

 

 ５番、佐々木です。県内でも遠野は集積率が10％台ですが、事務局の方では遠野の中

でも集積が進んでいる地区の数字的なものは出せるのですか。 

 

 農地中間管理事業を使っての集積ですが、それは地区ごとにまとめることは可能で

す。 

 

 １つはそれが努力目標になると思うのですよ。農地集積を進める上で問題となるの

であれば、それで進み具合が見えれば。もし出せるのであれば出してもらって、努力目

標になると思うので、可能であればと申し上げました。 

 

 町毎の集積率ということですね。 

 

 はい。 

 

 今、佐々木委員が言われたとおりであると思います。やはり何らかの資料がなければ

推進班の方である程度の目安が出せないと思うので、中間管理事業、農地集積、基盤法

の農地集積もありますので、可能な限りご提供させていただきますのでご検討いただ

きたいと思います。 

 

 よろしいですか。その他ございませんか。 

 

 17番、奥寺です。まず県の方から説明を受けるということですけれども、我々農業委

員はどうしても分からないことがございますので、せっかくコーディネーターがいる

のですからまず説明をしてもらう、あるいは新しい振興課なり農協なり、そういう人た

ちを要請して顔合わせといったスタートからというのが良いのではないかと思うので

すけれども、いかがでしょうか。 

 

 今までコーディネーターと農業委員の顔合わせという機会は設けられないまま来ま

したので、今回そのような活動方針ということでございますので、奥寺委員からのご意

見を参考にしながらぜひ、農業委員と推進委員の連携会議の時にでも、コーディネータ

ーの出席を要請しまして、進めて行きたいと考えております。 

 

 その他ございますか。 

 

 ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

 

 質疑なしと認め質疑を終結します。お諮りいたします。議案第113号については原案
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のとおり「可」とすることにご異議ございませんか。 

 

 ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

 

 ご異議なしと認めます。よって、議案第113号は原案のとおり「可」と決しました。 

 

【日程第13】 

 続いて日程第13、議案第114号、「遠野市農業委員会『農地等の利用の最適化の推進に

関する指針（案）』について」を上程いたします。事務局に説明をいたさせます。 

 

 議案第114号、遠野市農業委員会「農地等の利用の最適化の推進に関す指針（案）」に

ついて、遠野市農業委員会「農地等の利用の最適化の推進に関する指針（案）」を別紙

のとおりとし、承認を得るものでございます。資料№２でございます。この資料でご説

明させていただきたいと思います。方針についてご承認いただきまして、この指針はそ

の方針も盛り込んでございますので、要点を絞りながら簡潔にご説明をいたしたいと

思います。なお、この指針案につきましては、冒頭に会長の方からも農政専門委員会で

付議した事項についてご報告ございましたけれども、法律で義務付けられた農地等利

用最適化推進業務となります。担い手への農地利用の集積・集約化、遊休農地の発生防

止・解消、新規参入の促進の３項目について、具体的な目標と推進方法を定めるという

ことでございます。なお、推進については法律で目標の策定が義務付けられております

ので、内容についてご説明させていただきたいと思います。 

 第１、基本的な考え方。先ほど来申し上げておりますが、農地等最適化推進業務が農

業委員会の必須業務として義務付けられております。それに基づいて遠野市の現状を

分析してございますが、平地ではほ場整備が進んでおりますが山間では耕作不利な耕

地が散在するなど典型的中山間地域となっております。農業経営は水稲を中心に野菜、

畜産、果樹等の経営を展開しております。その一方で農業者の高齢化、後継者不足等要

因になりまして耕作放棄地の増加等の不安材料を抱えている。さまざまな課題を抱え

ておりますがその解決を図っていくためにも、担い手への農地利用の集積・集約、耕作

放棄地の発生防止・解消、新規参入の促進等、農地利用の最適化推進に向けた取り組み

を積極的に推進していく必要があります。これらの観点から、先ほど来申し上げており

ます推進班の活動、農業委員と推進委員の連携といった内容。市、県、農業公社、農協、

土地改良区等が役割分担しながら協働で取り組むことが効果的であるといったことで

ございます。「遠野市農業経営基盤強化の促進に関する基本的な構想」を市の方で立て

ていますが、その方針ともマッチしながら活動を進めてもらいたいということでござ

います。本方針においてもそれを目標とした行動を行うこととし、農業委員及び推進委

員の任期となる３年ごとに検証・見直しを行うといったことでございます。 

 第２、基本的な目標と推進方法。先ほど方針では主な方針をご提案させていただきな

ましたが、指針につきまして、具体的な目標を掲げて方策を立てていくということでご

ざいますが、（1）まず遊休農地の解消目標でございます。現状は遊休農地の割合が

0.07％、３年後の目標が0.05％、平成35年の目標が0.02％と掲げているところでござい

ます。国で掲げている目標が平成35年ということでございますので、これに基づいて目

標設定したところでございます。（2）遊休農地の発生防止・解消の具体的な推進方法で

ございますが、先ほど方針の方でもご説明いたしました班編成を強化していくという

ことで今後行われる農地パトロール、そして農地の利用関係の調整を行っていくとい

ったことでございます。またこの利用状況調査に当たっては地図、航空写真、対象のう

ちリストを事前に推進班に配布しガイドラインを示していくといった内容です。農地

中間管理機構との連携についても先ほど来ご説明しておりますが、２ページから３ペ

ージ上段にかけて記載してございます。担い手への農地利用集積目標ですが、現状では

約40％、３年後の目標が50％、平成35年の目標65％と掲げてございます。なお、国の方

では担い手への目標が平成35年で80％でございますが、県の方で指針を作る際に地域

性も踏まえて県北、中央、県南、沿岸と設定して65％と定めておりますので、市の方で

もその数字で取り組んでまいりたいということでございます。また、担い手の育成・確

保として担い手の現状が345経営体、３年後の目標が330と減少してございます。これに
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つきましては遠野市で農林水産振興ビジョン、タフビジョンを作成しているわけでご

ざいますけれども、現実的な数値をということで策定しておりまして、これに関しては

議会でもさまざまな賛否がございました。下向きではないかという意見でしたが、タフ

ビジョンに基づきまして３年後を330としましたが、平成35年の目標を335としてそれ

を目指して活動していくということです。また、集落営農組織は現状20団体、26団体を

目標として取り組みを進めていくということでございます。下段でございますが、具体

的な推進方法ということで、地域農業マスタープランの見直しでございますが、市内11

地区に策定したマスタープランについて平成30年度に見直しが入ってきますが、それ

に積極的に参画いたしまして見直しを行っていきたいと思います。４ページについて

は先ほど説明したものを添付してございますので省略させていただきます。４ページ

下段の農地の利用調整と利用権設定ついてですが、農地利用の状況を踏まえて、集積が

進んでいる地域では利用調整・交換と利用権の再設定を推進し、中山間地域においては

農地中間管理機構による簡易な基盤整備事業の活用と併せて集落営農の組織化・法人

化、新規参入の受け入れを促進するなど、地域に応じた取り組みを推進するといったこ

とでございます。新規参入の促進について、でございますが、目標は表のとおり掲げさ

せていただいております。具体的な推進方法は県、岩手県農業会議、中間管理機構と連

携し行っていただきたいということでありますし、農業委員会でも下限面積に別段の

面積を設定して新規就農等を促進してまいりたいと思いますし、農業委員及び推進委

員も新規参入の世話役になってもらいたいというところでございます。 

 以上、指針についてご説明いたしました。よろしくご審議お願いいたします。 

 

 説明が終了しましたので質疑に入ります。質疑ございませんか。 

 

 ８番、河内です。５ページにあります、新規参入の促進について説明がありましたけ

れども、具体的に個人・法人新規参入が現状３人で具体的な推進方法として農業法人以

外にも一般法人というのが考えられると思いますが、そういった考え方というのは具

体的にはどうなのかと、指針ですからあまり質問すべきことではないですけれども質

問させていただきます。 

 

 いろいろ意見をいただかなければならないところでございますが、考えといたしま

しては新規就農者にプラスしまして一般法人というのも推進しているところでござい

ます。 

 

 その他ございますか。 

 

 ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

 

 質疑なしと認め質疑を終了いたします。お諮りいたします。議案第114号については

原案のとおり「可」とすることにご異議ございませんか。 

 

 ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

 

 ご異議なしと認めます。よって、議案第114号は原案のとおり「可」と決しました。 

 

【日程第14】 

 続いて日程第14、議案第115号、「平成30年度遠野市農業委員会事業計画（案）等につ

いて」を上程いたします。事務局に説明をいたさせます。 

 

 平成30年度遠野市農業委員会事業計画等につきまして、平成30年度遠野市農業委員

会事業計画（案）を別紙のとおりとすることについて承認を求めるものでございます。

なお資料№３ですがその他に様式１等ございますので、事業計画案につきまして私の

方から、様式１、２につきましては次長の方から説明を申し上げたいと思います。これ

につきましても農政専門委員会からの報告がございました。平成30年度の事業計画で
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事務局次長 

ございますが、毎年度年間の事業計画を定めているものでございます。今回の事業計画

につきましては、農地用利用最適化推進業務が義務付けられたことによりまして活動

指針とマッチさせるように調整した計画ということでご提案させていただきたいと思

います。 

 基本方針につきましては先ほど来申し上げております。法改正によりまして農地利

用最適化推進業務が農業委員会の必須業務となりまして、先ほど申し上げた農地集積

を５年後までに65％の達成に向けて着実な成果が求められているところでございま

す。その実現のためには本市農業の喫緊の課題から農業委員と推進委員が一体となり、

岩手県農業公社、市と連携し、農地中間管理事業の周知や利用の働きかけに積極的に取

り組むこととします。また、遊休農地の発生防止・解消に向けての啓発を指導強化に努

めるとともに、新規就農者について積極的な掘り起こしを促進するものでございます。 

 主要課題といたしまして、新体制に移行し農地等の利用最適化が必須業務とされ、特

にも担い手への農地利用の集積・集約化、及び遊休農地の発生防止・解消に高い成果が

求められております。このため先ほど承認いただいた「農地利用最適化推進活動方針」

に基づいて活動及び業務推進の充実を図っていくものでございます。また、承認いただ

いた「農地等の利用の最適化の推進に関する指針」に示した具体的な目標と推進方法に

基づき積極的に推進していくものでございます。農業委員会と市、県、農協等関係機

関・団体の連携を深め、農地中間管理事業による担い手への利用集積・集約化を促進す

るものです。また、農地の利用の状況調査を実施し遊休農地を出さない・出させない運

動に取り組みます。そして農地制度を適正かる円滑に執行するためにアからエの項目

を掲げております。 

 会議の開催でございます。総会につきましては従来どおり農地利用最適化推進業務

についての検討協議を行います。運営委員会は、総会に提出する議案、重要事項の協議

を行ってまいります。全員協議会は必要に応じて重要事項について開催を行ってまい

ります。そして農地専門委員会、農政専門委員会です。これに関しましては東工業団地

について８月に申請があると思われます。そして地域推進班愛岐を定期的に開催して

いきたいと思います。検討会については定期的に行っていきたいと思いますし、推進委

員の方々は何らかの各専門委員会への参画をお願いしたいと思います。当然、関係行政

機関及び団体との連携を行っていくものとします。 

 研修会ですが、総会後を活用しての検討会を充実して参りたいと思います。また、岩

手県の農業会議が開催する検討会にも積極的に参加していくといったものでございま

す。３番目の実態調査等でございますが、これは農地パトロールでございます。また、

「遠野市農業委員会だより」を年２回発行し、全国農業新聞普及活動の一環として地元

記事の寄稿、掲載につとめることとします。主な事務・事業でございますが、農地調整

事務、農地等利用関係紛争処理事業、農地中間管理事業、農地流動化推進事業、農業体

質改善推進事業といったところを積極的に進めてまいりたいと思います。特にも農地

中間管理事業と農業体質改善推進事業でございますが、農業者の代表機関として、(ア)

農地等利用の最適化推進に関する施策作成、(イ)農政懇談会の開催、(ウ)遠野市農林水

産振興大会への支援といったところでございます。その他、農地基本台帳整備事務、農

業者年金事務、農業委員会相談活動、賃借料情報の提供、そして農作業労賃表の作成を

継続して行ってまいります。 

 ５ページでございます。運営業務の推進方策でございます。農業委員、最適化推進委

員のニーズの高まりのある研修について計画してまいりたいと思います。専門研修、関

係機関・団体主催研修会、講師招請による研修会、家族経営協定推進アドバイザー研修

等随時開催して行きたいと思います。全国農業新聞の普及拡大は「農業委員１人１部拡

大」を目標に進めてまいりたいと思います。 

 以上、事業計画案として提案したいと思います。よろしくお願いします。続きまして

様式の説明につきましてご説明いたします。 

 それでは別紙様式１となっております、平成30年度の目標及びその達成に向けた活

動計画という資料についてご説明いたします。 

 Ⅰ 農業委員会の状況につきましては、平成30年３月２日現在で、新体制に移行した

時点での内容になっております。１、農家・農地等の概要は農業センサスに基づいた数
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値を記載してございます。総農家数が2,869戸から就業者数まで。右側の認定農業者数

は農業委員会調べの数値の記載です。下の方の耕地面積は耕地及び作付面積統計にお

ける耕地面積を記載しております。それから経営耕地面積は農林業センサスからの数

値となっております。２、農業委員会の現在の体制は、農業委員定数19で実数19、推進

委員は定数26で実数26。 

 Ⅱ 担い手への農地の利用集積・集約化でございます。１、現状及び課題が、管内の

農地面積7,100ha、これまでの集積面積2,795 ha、集積率39.4％、これが現状となりま

す。２、平成30年度の目標及び活動計画ですが、集積面積が3,195 ha、新規集積面積が

200haということで、平成37年度に65％と県が示している内容に近づけるように計算し

たところ年200ha必要であり、数字が平成29年３月で28年度末の数字で、そこから計算

した内容で記載してございます。活動計画は、地域農業マスタープランの地域の中心と

なる経営体への農地中間管理機構が行う農地の貸し借りの業務を市と農業委員会が連

携して農家訪問を実施するなど、面的集積へつなげる効率的な配分計画作成に参画す

る、といった内容となっております。 

 Ⅲ 新たな農業経営を営もうとする者の参入促進ということで、新規参入の状況で

す。平成27年度、28年度、29年度がそれぞれ４経営体、３経営体、７経営体に対して、

30年度の目標が13経営体とありますけれども、再生協議会の方で持っている計画なの

ですけれども、それをここに記載しております。 

 Ⅳ 遊休農地に関する措置。現状は管内の農地面積7,105.2ha、遊休農地面積が

5.2ha、割合が0.07％。30年度は遊休農地の解消が３haということで、こちらも再生協

議会の方で例年３haという目標で取り組んでおりますのでその目標値で記載しており

ます。調査員実数が農業委員19人、推進委員26人で合計45人、調査実施時期が７月から

８月、取りまとめ時期が９月から10月、それに基づいた利用意向調査の実施時期が11

月、取りまとめが１月から２月という内容です。 

Ⅴ 違反転用への適正な対応、ということで、今のところ面積は0haで、30年度も７

月から８月に農地パトロールを実施して継続していくといった内容です。 

 次に様式第２号ということで、平成29年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・

評価という資料になってございます。 

Ⅰ 農業委員会の状況ということで、平成29年度３月31日現在のそれぞれの概要を

農林業センサスからということで記載してございます。２番に農業委員会の従来の体

制ということで31名と記載してございます。 

Ⅱ 担い手への農地の利用集積・集約化ということで管内の農地面積が7,100haで集

積率が39.4％。平成29年度の目標及び実績が目標163haに対して実績223ha、達成状況

136.8％。達成に向けた活動計画と活動実績等記載してございます。 

Ⅲ 新たに農業経営を営もうとする者の参入促進。26年度、27年度、28年度とそれぞ

れありますけれども、29年度の目標及び実績が目標13経営体に対して参入実績７経営

体、達成状況が53.8％です。その下に目標の達成に向けた活動と実績を記載してござい

ます。 

Ⅳ 遊休農地に関する措置に関する評価ということで、管内の農地面積に対して遊

休農地面積、割合が0.07％となっております。平成29年度の目標を３haとしまして解消

実績7.6haで達成状況253.37％となってございます。この目標達成に向けた活動という

ことで農地パトロールの内容を下に記載してございます。活動実績の左側に記載して

ございますが第32条第１項第１号ということで調査数14筆、調査綿面積が3.3haとなっ

てございます。 

 Ⅴ 違反転用への適正な対応。管内の農地面積7,100haに対して違反転用面積0ha。活

動計画と実績を記載してございます。 

 Ⅵ 農地法等によりその権限に属された事務に関する点検。１番が第３条に基づく

処理件数で１年間に120件でした。２番が農地転用に関する事務ということで、４条５

条ですが、１年間の処理件数が48件となってございます。３番が農地所有適格法人から

の報告への対応ですが、現在農地所有適格法人が14、うち報告書提出が11法人。提出し

なかった理由は清算中が１法人、休業中が２法人という内容になっております。４番に

情報提供ということで、賃借料情報の調査ということで調査対象の賃貸借が202件、平

成30年３月に公表してございます。下に、農地台帳の整備ということで整備対象が
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6,978ha、毎月の申請関係を更新、年に１回、固定資産、台帳と突合して整備しており

ます。 

 Ⅶ 地域農業者等からの主な要望・意見及び対処内容、特になし。 

 Ⅷ 事務の実施状況の公表等の関係ですが、総会の議事録等ホームページに公表し

ています。活動計画の点検・評価の公表ですが、今お配りしております資料等ホームペ

ージに公表しております。 

 以上でございます。 

 

 説明が終了しましたので質疑に入ります。質疑ございませんか。 

 

 ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

 

 質疑なしと認め質疑を終結いたします。お諮りいたします。議案第115号については

原案のとおり「可」とすることにご異議ございませんか。 

 

 ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

 

 ご異議なしと認めます。よって、議案第115号は原案のとおり「可」と決しました。 

 

【協議事項】 

 次に協議第１号、「遠野市農業委員会憲章の変更について」を協議いたします。事務

局に説明をいたさせます。 

 

 協議第１号、遠野市農業委員会憲章の変更について、ご説明いたします。資料は２枚

物になってございます。「遠野市農業委員会憲章（案）」というもので。本日読み上げま

した憲章を、新しい体制になって、農業委員と農地利用最適化推進委員が連帯して業務

に当たっていくということで、新しいものに変更しようとするものです。内容は、１枚

めくっていただきまして、新旧対照表の方で説明いたします。参考といたしまして県の

農業委員会大会、昨年11月にありましたが、最新の内容で資料がありましたのでそれを

参考に案を作成しました。現行が左側、新が右側となります。 

 「農業委員」を「農業委員と農地利用最適化推進委員」、それから「一体となって、」

を加えてございます。「農用地の確保と有効利用」という部分を県の農業委員会大会に

ありました「優良農地の確保と効率利用」に変更してございます。そして新しく一項目

「農地利用の最適化をめざし、担い手への農地利用の集積及び集約化、遊休農地の発生

防止と解消、新規参入の促進に努めます。」と、農地利用の最適化が必須業務となりま

したので、ここに加えました。次の「担い手の育成確保」の部分は変更ございません。

「農業の構造改革を推進し、農地の利用集積に努めます。」をカットして「暮らしと経

営に役立つ資料の収集及び提供に努め、活力ある農業と農村社会をめざします。」とい

うことで、県の農業委員会大会にありましたものを憲章の方の内容としました。そして

全体をまとめたものが１枚目となってございます。 

 以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

 

 説明が終わりました。これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 

 

 ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

 

 このとおりでよろしいですね。質疑なしと認め質疑を終結いたします。協議第１号、

「遠野市農業委員会憲章の変更について」は提案のとおり変更することといたします。 

 

【その他】 

 それでは、その他に入ります。その他、委員の皆様からご意見、ご提案等ございませ

んか。 
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 14番、田中です。昨年とその前の年ですけれども、女性農業委員と有志の皆さんでエ

ゴマ栽培をしておりました。その前の年は30本ぐらい出来て、農業委員の皆さんに買っ

ていただいて、皆さんで健康になろうということでやりました。昨年はその倍で60本採

れまして、一応考えたのですけれども、ふるさと納税の返礼としてエゴマを提供したら

どうかという案が出まして考えたのですけれども。局長とも相談しまして、その方向で

いく案に向けてやっています。１万円だと3,000円の返礼で２万だと6,000円と決まっ

ておりまして、送料は市の負担ということです。それに向けてシールとかも女性部でや

っておりますけれども、それを活用するのは良くないと思いますので、農業委員として

遊休農地の発生防止でエゴマを作っているということで、シールも作っていただくと

いことで考えております。それに向けて、昨年度は●●県と●●●市から、表彰を受け

たことによって視察団がお見えになりました。私たちもそこで何かやっているとなる

と視察に行こうということになるので、今年も女性部ということではなくて皆さんで

遊休農地を利用して少しでも減らしていきたいということで、エゴマ栽培をやりたい

という考えでおります。皆さんに提案したいと思いますが、いかがでしょうか。 

 

 どうですか、皆さん。 

 

 17番、奥寺です。放棄地対策ということで菜の花の取り組みをして、昨年と一昨年は

エゴマ栽培をして、６次産業という形までやってきましたので、やはり総会の中で協議

しないとやる人はやるけれどもという曖昧な部分もありますので、１回ここで整理す

る形で、どうするかという話し合いが必要だと思いますけれどどうですか。 

 

 遊休農地の対策にはなっていると思うのですよ。ただそれをどういう形でＰＲして

どう進めるかが今後の課題になると思うので、やはり今日の総会の場である程度形を

作って先に進めていくのが良いと思うのですけれども。その辺、皆さん、率直な意見が

ありましたら。基本的にはやった方が良いと思います。 

 

 その前の年は全部手作業でやりましたが、草刈り機械で刈っていただいて、ハーベス

タでやることができましたので、そこの部分が短時間でできるようになりました。その

部分について、奥寺委員が作っている菜種油とエゴマをセットにしてやるという手も

あると思うのですけれども。 

 

 １番最初に始めたのが、担当地区をパトロールして具体的に手が付けられる範囲で

委員の皆さんがやるという形でした。ただ草刈りをするだけではなくて菜の花を植え

て、と。共同でやった部分もあるしそれぞれの農業委員でやった部分もありました。そ

の流れで、６次産業で油も搾りました。それで成果が分かったこともありましたし、田

中委員が言われたようにエゴマに取り組んでみようかとなった流れがあると思いま

す。やはり放棄地対策ということでやって行った方が良いと思います。もう１度原点に

返って、どういう形でやっていくか考えたほうが良いと思いますし、その辺を皆さんに

聞きたいなと思います。 

 

 ８番、河内です。先ほどのふるさと納税につきましては産業振興部でやっていますか

ら、個人的には取り組みもさせていただいていましたが、農業委員会においては具体的

に方向性が見えていないようですが。60本作りました、買っていただきました、でもこ

の先の方向があっての始まりであれば結構なのですけれども、その可能性も少し考慮

していただいて、作っただけではなく広げていく手法はもっとあるかと思います。 

 

 11番です。遊休農地の解消ということで始めたものですが、ずっとこの取り組みをや

らなければ農地を守れないのは、ほぼ分からないですね。例えば今年はこういう方法で

遊休農地を解消するとか絞ってやる段階ではないかと思います。６次産業まで行って、

ふるさと納税とかいうことですが、最初のステップは。最初の奥寺委員の菜の花をやっ

た所も今どういう現状か、その辺も分からないです。田中委員がやった場所も今年もや

らなきゃいけないのか、そういう部分も見えてこないですから。その辺も選定して遊休
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農地解消していかなければならないでしょうから。 

 以上です。 

 

 今まで取り組んだ中で分かったことを少し話したいと思いますけれども、放棄地対

策としては雑草処理をして耕起してその後に若干の肥料を散布しながら、まず１年目

はきれいに咲きます。最初こそ種は購入して蒔いた経緯はありますが、菜種は乾燥用と

油を搾る２種類があります。６次産業で油を搾る場合は毎年業者から種を購入しない

とまけません。ですから、あくまでもその観賞用なら種はたくさんあります。今までや

った部分の種は確保して有りますので、農業委員の皆様がそれぞれ担当する地域でち

ょっとやってみようとか、集中的にその地域にやる部分なら十分に種はあります。観賞

用なのか油を搾るのか、その辺も分からないですけれども。油を搾るまでは結構大変だ

と思います。最初はやり方が分からなくて手で刈っていたのですが、手で刈ると種は相

当少なかったです。２年目からは機械でできるということで●●●から予算をもらっ

て、７万円でしたけれども、油も搾ってみました。絞るのも最初は分からなくて●●●

●に話を聞いてみたら種や油も交じってしまうので機械は貸せませんと。それで調べ

ましたら●●町で専門のところがあるということでそこまで持ち込んで油を搾った経

緯があります。毎年やれればいいですけれども、農業委員会の方もそういった話もない

ままでなかなか続かなかったです。ですからこういう話が出た中できちんと話をしな

いと。農業委員としてやった方が良いのか、遠野市全体も含めてなのか。ＳＬが通ると

ころだったので写真がきれいだと話題になりまして、来年もやるのかと問合せがあっ

たそうです。ＳＬ推進室で、どこなのか分からなくて農業委員を通して私に連絡がきま

した。その油もどこで売ったらよいのかも分からなくて●●●、●●●、●●、●●●

●等にお願いして売ってもらった経緯もあります。今も●●に置いてもらっています

が、他の産地からも入って来て、結構売れると思います。ちょっと皆さんと一緒に考え

ながら、もしやっていくと言うのなら、と思います。 

 

 それでは、会場の都合もありますから、来月の総会までの継続審議ということで。そ

の前に運営委員会もありますから、そちらである程度方向性を見出していただいて、次

の総会に諮りたいと思いますのでそれでよろしいですか。 

 

 ［「はい」と呼ぶ者あり］ 

 

 それではその他、委員の皆様から。 

 

 ７番、新田です。ちょっと文言を消していただけませんか。質問は、来月の農業委員

会で質問するつもりになっていましたが、この農業委員会総会の議案書は何年間保存

するのですか。 

 

 暫時休憩します。 

 

（休憩） 

 

 それでは再開します。他、委員の皆様からございませんか。 

 

 河内です。先ほど資料の中に予算書が載っておりましたが、説明がございませんでし

たが、あれは市での予算ということでよろしいでしょうか。それとも農業委員会の予算

書ということでしょうか。 

 

 先ほどの事業計画の中の予算書は市の予算書からコピーしたものでございます。 

 

 その他、ございますか。 

 

 ［「なし」と呼ぶ者あり］ 
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議 長 

事務局次長 

事 務 局 長 

議 長 

議 長 

それでは事務局から発言を求められておりますので。 

総会の日程表につきまして、平成30年度の総会開催日についてまとめたものですが、

毎月10日が基本的に申請締切日で続いて現地確認でございます。総会の会場は、平成30

年度はとぴあ庁舎の大会議室が予約できておりましたので基本的にはとぴあ庁舎大会

議室になります。それで現地確認の予定日の中で、８月ですが、お盆の時期を避けまし

て17日に予定してございます。そのあとなのですが、案件が多くて２日に渡るという場

合、総会も24日になっておりますので、案件が多い場合の予備日を土曜日とさせていた

だいております。ここだけ土曜日となっておりましたので。その都度現地確認とか総会

とか通知を差し上げます。 

以上でございます。 

 冒頭に会長の方からお話がございました、平成30年度４月１日付けの定期異動がご

ざいまして、私は農林課長へと内示を受けたところでございます。まだ内示段階ではご

ざいますが、皆さんに総会の場でごあいさつをさせていただきたいと思います。 

 私が事務局長に来ましたのは平成26年４月でございまして、４年経過しました。この

４年の間に、やはり１番大きい課題は新体制への移行ということで、これは皆様のご協

力あってのことで、私としては新体制に移行してこれからというときに、先ほど来事業

計画を申し上げましたが、それを実行するために、ぜひあと１年という気持ちではあり

ましたけれども、事業計画につきましては次の方に引き継ぐということで。委員さん方

から質問等がありました件についても宿題ということで次の方に引き継ぐのが少し心

苦しいところではございます。そこは新体制で、次長等にも頑張っていただきながら業

務を進めていっていただけたらと思います。４年間でしたけれども、今日は総会という

ことで質疑という場でごあいさつというのも本当に幸せな部分でございますけれど

も、移動先が農林課ということで市との連携ということで、連携先にまいりますが、ま

た皆様と連携しながら進めてまいりたいということで、最後にごあいさつをさせてい

ただきたいと思います。 

 本当に長い間、新体制になりまして１カ月経たないところでございますけれども、お

世話になりました。ありがとうございました。今後ともよろしくお願いしたいと思いま

す。 

 人事異動に関しましては副市長と19日に相談いたしまして、局長は留保させていた

だきたいとお話しました。ですけれども、市当局の考え方がございますので従わざるを

得なかったということですので、よろしくお願いします。 

【閉会】 

 それでは閉会します。以上をもって第110回遠野市農業委員会総会を閉会します。ご

苦労様でした。 

午後４時40分閉会 
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